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主な制度融資の現況

制 度 名 貸　付　限　度 使途 期間 利　　　率

新
津
商
工
会
議
所

会 員 向 け

特 別 融

資 制 度

新潟市新津地域内全金融機関と提携し、金利・ス

ピード面などの優遇措置を設けた融資制度です。

貸付限度額や利率等は、お取引き金融機関にお問

い合わせ願います。

国
民
生
活
金
融
公
庫

普 通 貸 付
4,800万円

運転
設備

５年以内
5～7年以内

2.40％
2.45％

特定設備7,200万円 設備
16年超
20年　

2.80％

経 営 改
善 貸 付

550万円
運転
設備

５年
７年

2.20％

教 育 貸 付 200万円
教育
資金

10 年 2.30％

新　
　
　
　
　
　

潟　
　
　
　
　
　

市

地 方 産 業
育 成 資 金 1,000万円

運転
設備

５年
７年

保証付  1.95％
保証無  2.45％

一 般 融 資 2,000万円
運転
設備

7～8
年

保証付  2.05％
保証無  2.55％

夏期・年末
資 金 700万円 運転 ７年

保証付  1.75％
保証無  2.25％

商 店 街 等
活性化対策資金

資金使途等により
異なる

運転
設備

７年
保証付  1.90％
保証無  2.40％

無 担 保 無
保証人融資 1,000万円

運転
設備

7～10年 2.05％

工 場 等
新増設資金 ２億円 設備 7～12年

保証付  1.90％
保証無  2.40％

設備近代化
資 金 8,000万円 設備 7～12年

保証付  1.90％
保証無  2.40％

中 小 企 業
振 興 資 金 １億５千万円

運転・設
備・転貸

１年～
年数により異
なる

中 小 企 業
近代化資金

総投資額の 30％
以内 設備 金融機関

の定める
ところに
よる

申請時の長期
プライムレー
トで算出中 小 企 業

共同施設資金
総投資額で定めた
割合以内 設備

中 小 企 業
開 業 資 金 1,000万円

運転
設備

5～10年 2.25％

人材確保・
時短促進資金 5,000万円 設備 ７年

保証付  1.90％
保証無  2.40％

経 営 支 援
特 別 融 資 3,000万円 運転 ９年

保証付  1.90％
保証無  2.40％

中小企業資金繰り
円滑化借換融資 3,000万円

既往市制度
融資借入金
の返済

10 年 1.90％

新　

潟　

県

経 営 安
定 資 金

4,000万円
～ 6,000万円

運転
設備

５年
７年

2.15％

商店街活性化
支 援 枠

5,000万円
(うち、運転資金1,500万円 )

運転
設備

５年
７年

1.90％

連 鎖 倒 産
防 止 枠

債権額の範囲内で
3,000万円 運転 ７年

1.70％
　　～ 1.90％

中小企業創業
支 援 資 金 2,000万円

運転
設備

５年
７年

2.00％

労
働
保
険
・
社
会
保
険

な
ん
で
も
個
別
相
談
会

相談会名 月日 / 曜日 時　間 会　　場 持参書類・ご注意等

決　

算　

申　

告

３/ １㈭

～

３/ ７㈬

＊土日は除く

９：００～
１２：００

１３：００～
１６：００

新津商工会議所
３Ｆホール

無料駐車券（1時間）

発行します

①決算書、申告書用紙一式
②帳簿書類等
③生命保険･個人年金･損害保険控除証明書
④国民健康保険、国民年金証明書
⑤小規模企業共済控除証明書
⑥給与所得のある方は、支払先からの
　源泉徴収票
⑦年金受給者は年金受給証明書
⑧控除対象配偶者や扶養親族等の氏名・
　生年月日の確認
⑨印　鑑
⑩前年の決算書及び確定申告書控

消

費

税

確
定
申
告

３/１９㈪

～

３/２２㈭
＊祝日は除く

１０：００～
１２：００
１３：００～
１６：００

新津商工会議所
３Ｆホール

無料駐車券（1時間）

発行します

①消費税の確定申告書用紙一式
②１８年分の所得税決算書及びその決算の
　基礎となった帳簿類
③印　鑑

　

日
頃
、
疑
問
に
思
っ
て
い

る
年
金
、
健
康
保
険
、
労
災

雇
用
保
険
、
労
働
基
準
法
等

の
問
題
に
つ
い
て
専
門
家
が

無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。  

こ
の
機
会
を
是
非
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

日　

時　

４
月
５
日
㈭

　
　
　
　
　

〜
４
月
６
日
㈮

   　
　
　

９
：
00
〜
16
：
00

会　

場　

新
津
商
工
会
議
所

   　
　
　

３
階
ホ
ー
ル

相
談
員　

専
門
相
談
員
等

主
な
相
談
受
付
項
目

・
労
働
保
険
年
度
更
新
申
告

　

手
続
き
等

・
雇
用
保
険
、
労
災
保
険
に

　

関
す
る
こ
と

・
年
金
、
健
康
保
険
に
関
す

　

る
こ
と

・
労
働
基
準
法
に
関
す
る
こ

　

と
・
雇
入
、
解
雇
、
退
職
、
賃

　

金
等
に
関
す
る
こ
と

・
そ
の
他
（
労
働
、
社
会
保

　

険
問
題
全
般
）

　もう決算・申告はお済みですか？
　今年の所得税確定申告の受付は２月１６日（金）～３月１５日（木）までが期日となっ
ています。
　消費税の申告期日は４月２日（月）までです。相談会を開催いたしますのでどうぞ
おいでください。

＊待ち時間短縮のため時間予約をお願いしています。
＊店を空けられない方には訪問相談に応じたいと思います。ご相談下さい。
＊帳簿類や証明書などできるだけたくさんお持ちいただくと相談がスムーズです。
＊税理士関与の方、株や土地の譲渡申告など事業所得以外の方はご遠慮ください。
＊わかるところは記入してきてください。　
＊お気軽にご利用ください。なお、若干の手数料をいただきますのでご了承ください。
　ご不明な点は下記にお問い合わせください。
　　新津商工会議所　ＴＥＬ２２－０１２１

　

当
所
で
は
、
会
員
サ
ー
ビ

ス
の
一
環
と
し
て
「
労
働
保

険
事
務
組
合
新
津
商
工
会
議

所
」
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

事
業
主
に
代
わ
っ
て
労
働

保
険
料
の
申
告
・
納
付
や
、

労
働
基
準
監
督
署
・
公
共
職

業
安
定
所
へ
の
書
類
提
出
な

ど
、
労
働
保
険
に
関
す
る
事

務
の
代
行
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

 

　

労
働
保
険
と
は
労
災
保
険

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
）

と
雇
用
保
険
を
総
称
し
た
も

の
で
す
。

　

労
働
保
険
は
農
林
水
産
の

一
部
を
除
い
て
、
労
働
者
を

一
人
で
も
雇
っ
て
い
れ
ば
そ

の
事
業
主
は
加
入
手
続
き
を

行
い
、
労
働
保
険
料
を
納
付

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

手
続
き
が
良
く
分
か
ら
な

い
と
い
う
方
や
、
事
務
の
負

担
を
軽
減
し
た
い
と
お
考
え

の
方
は
こ
の
機
会
に
商
工
会

議
所
へ
事
務
を
委
託
し
ま
せ

ん
か
。
従
業
員
の
雇
用
・
退

職
時
の
手
続
き
は
、
電
話
や

労
働
保
険

事
務
組
合

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
連
絡
す
る
だ
け
で

構
い
ま
せ
ん
。
面
倒
な
書
類

の
作
成
や
提
出
は
商
工
会
議

所
が
事
業
主
に
代
わ
っ
て
処

理
を
し
ま
す
。

事
務
委
託
し
た
場
合
の
３
つ

の
利
点

●
特
別
加
入
制
度

　

本
来
、
労
災
保
険
に
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事

業
主
や
家
族
従
事
者
な
ど
に

も
、
労
災
保
険
に
特
別
加
入

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
分
割
納
付

  

労
働
保
険
料
の
額
に
か
か

わ
ら
ず
３
回
に
分
割
納
付
で

き
ま
す
。

●
事
務
省
力
化

　

労
働
保
険
料
の
申
告
・
納

付
等
の
労
働
保
険
事
務
を
事

業
主
に
代
わ
っ
て
処
理
し
ま

す
の
で
事
務
の
手
間
が
省
け

ま
す
。　

　

詳
し
く
は
、
当
所
労
働
保

険
事
務
組
合
担
当
Ｔ
Ｅ
Ｌ
22

‐
０
１
２
１
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。  

委
託
事
業
所
募
集

委
託
事
業
所
募
集
!!

　

「
被
保
険
者
資
格
取
得
届
」

を
５
日
以
内
に
管
轄
の
社
会

保
険
事
務
所
に
提
出
し
て
下

さ
い
。

　

「
厚
生
年
金
保
険
被
保
険

者
住
所
変
更
届
」
を
速
や
か

に
管
轄
の
社
会
保
険
事
務
所

に
提
出
し
て
下
さ
い
。

●
70
歳
以
上
の
方

　

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険

者
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
届

出
書
の
提
出
は
不
要
で
す
が
、

受
け
て
い
る
年
金
の
住
所
変

更
手
続
き
は
必
要
で
す
。

●
届
出
前
の
チ
ェ
ッ
ク

　

変
更
後
の
郵
便
番
号
と

住
所
の
フ
リ
ガ
ナ
を
忘
れ
ず

に
。

　

「
被
扶
養
者(

異
動)

届
」

を
５
日
以
内
に
管
轄
の
社
会

保
険
事
務
所
に
提
出
し
て
下

さ
い
。

●
添
付
書
類
等

　

健
康
保
険
被
保
険
者
証

(

該
当
者)

　

「
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
」

を
５
日
以
内
に
管
轄
の
社
会

保
険
事
務
所
に
提
出
し
て
下

さ
い
。

●
添
付
書
類
等

 

・
健
康
保
険
被
保
険
者
証 

　

(

全
員)

・
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

●
資
格
喪
失
の
日
は

　

退
職
し
た
日
の
翌
日
に
な

り
ま
す
。

春
は
異
動
の
季
節
で
す
！

春
は
異
動
の
季
節
で
す
！

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の
手
続
き
を
忘
れ
ず
に
!!!!

従
業
員
を
使
用
し
た

と
き
は

被
保
険
者
の
住
所
が

変
わ
っ
た
と
き

被
扶
養
者
に
異
動
が

あ
っ
た
と
き
は

従
業
員
が
退
職
し
た

と
き
は


